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,マツヤ家ンキ小池され名高載で避転勝新 ゴ

4月 16日、名古屋高等裁判所 ・高田健一

裁判長は、
一

審判決 を取 り消す原告勝利の

判決 を言い渡 しま した。
マツヤデ ンキ豊川店に身障者枠で採用 さ

れた小池勝則 さん (37)は、僅か lヶ 月半で

死亡 しま した。妻 ・友子 さんは、 「′苫臓機

能障がい者の夫に とって、時間外労働や立

ち仕事などが過重な業務だった」 と訴えて

いま した。

判決では、「すべての国民は勤労の権利

を有 し、義務 を負ふJと 憲法27条を引用 し

ま した。その上で、労災認定の判断基準に

ついては、勝則 さんが身障者枠で採用 され

ていた経緯 を重視 し、 「身障者であること

を前提 として業務 に従事 させた場合に、そ

の障がい とされている基礎疾患が悪化 して

災害が発生 した場合には、その業務起因性

の判断基準は当該労働者が基準 となる」「そ

うでない とすれば、身障者は最初か ら労災

保険の適用か ら除外 された と同 じことにな

る」 と明快に結論づけま した。

判決の後、友子 さんは、80名を超える支

援者 と報道陣を前に笑顔で応対 し、「遅れ

ている 日本の障がい者政策を進 めるきつか

けに して欲 しい。」 「国は上告せずに職揚環

境を改善 して欲 しい」と心境を述べま した。

ところが、上告期限の 4月 30日、国側が

上告したため、最高裁で引続 き争われるこ

とにな りま した。最高裁で勝利 し、新たな

労災認定基準をめざす闘いです。 もうひ と

山、も うひ と押 し、温かいご支援をお願い

いたします。
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名古屋高裁逆転勝利から最高裁ヘ

紛が激欝ンンン嫁
4月 16日 は、雨

に もかか わ らず 多

くの方 が大法 廷 に

朽区け Vつヤナ
▼
で

~下
さ

り、満 席 の傍聴 席

を前 に名 古屋 高裁

高 田健 一裁判長 は

「原 判 決 を取 り消

す。」 と逆転勝利 判

決を言い渡 しま した。私は皆様 と一
緒に喜

びを分かち合 えたことや、これまでの苦労

が報われたようで大変嬉 しかったです。高

裁で前進できたのは、署名活動や傍聴など

皆様のご支援の賜 と感謝 してお ります。

高裁判決は、 「障害者 の就職 のための集

団面接会を経て本件事業者に身体障害者枠

で採用 された者であるか ら、当該業務によ

る負荷が過重なものであるか どうかを判断

す るについても、勝則 を基準 とすべ きであ

る」
'と

、私 どもの主張を全面的に認 めた画

期的な判決 とな りま した。.19日
は愛知労働局、26日には小池晃参議

院議員 (共)の紹介で厚生労働省要請。他に

も様々な形で政府への働 きかけを行って頂

き、大西健介衆議院議員 (民)の新たな支援

も得 られたのですが、残念なが ら上告期限

の 4月 30日午後 4時 半過 ぎ、震知労働局労

災補償課か ら森弁護士へ 「本 国、上告受理

申立てを しま した」 と連絡が入 りま した。

その電話の雰囲気か ら、森弁護士は一瞬で

「悪い知 らせ」 とわかったそ うです。

愛知労働局労災補償課は 「判決内容につ

いて関係省庁 と協議 した結果、名古屋高裁

の判断には、業務の過重性についてこれま

での全国の高裁判決 と違 う考え方が採用 さ

れていること、医学的知見に基づかない判

断がなされていることなど問題点があるの

で、最高裁のご判断を仰 ぐことに した」 と
コメン トしま したが、それに対す る弁護団

も、上告審を聞 う決意 とその意義について
「画期的な名 古屋高裁判決を確定 させ るべ

く全力を尽 くす決意 を表明す るとともに、

最高裁において高裁判決を確定 させ ること

により、過労死労災認定基準の改正に繋げ

たいっ最高裁における闘いは、過労死労災

認定基準の改正やその運用を改めさせ る絶

好の機会 ととらえて闘いたい。」 と力強 く

宣言 し、早速対策を練って下さつています。

高裁判決は広 く報道 され注 目され る裁判

とな りま したので、原告 としては今まで以

上にプ レッシャー、そ して体力や精神面の

不安 も感 じますが、 「平均的労働者基準か

ら本人基準へ」 とい う課題は、 どの過労死

(自死)裁 判にも共通す るものだ と思いま

すので、他の裁判 とも連帯 して皆様のお力

添えを賜 りなが ら、最高裁での労災認定を

目指 して努力 したい と思います。今後 とも

よろしくお願い致 します。

201① .5.5 '」ヽ池反子
2 0 1 0 年 (平成 2 2年 ) 4 月 1 7 日 (土曜 3 )     C l 中 日新岡社2 0 1 0 ( 日 刊 )

半」決報告集会での小池さん
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Ⅲ                                               2010年 4月 30日

1                声      明

|                             マ ツヤデンキ過労死事件弁護団

|

1 本 日、国は、マツヤデンキに勤めていた心臓機能に障害がある労働者 (以下 「被災者」とい う)

|が2000年 (平成12年)12月 24日に死亡 した事件で、名古屋高等裁判所 (民事第 3部 、高田健一裁

1判長)が 2010年 (平成22年)4月 16日に言い渡 した判決につき、最高裁判所に上告する旨の決定

|をした。 これにより、豊橋労働基準監督署長が行った業務外の処分を取 り消す判決の確定が先延

|ばしにされた。

1 2006年 (平成18年)12月 13日、国連総会で 「障害者権利条約」 (Convention On the Right of

lPerSOnOs with Disabilities)が採択 され、2007年 (平成19年)9月 28日、 日本は同条約に署名

|している。被災者がフト臓機能に障害を有するものであることからすれば、被災者の労災認定にお

|いて()、この条約が求める障害のある者に対する合理的配慮、すなわち、その障害に即 した過重

1性判断がなされ るべきであり、それは労働安全衛生法、障害者雇用促進法、障害者雇用対策基本

1方針で求められていることでく)ある。 この点につき、舛添要一前厚生労働大臣は、2008年 (平成

120年)12月 18日、参議院厚生労働委員会で、「労災だけではなくて、障害者権利条約にあるよう

|などこまでの合理的配慮か とい うそれがまずあって、それに頼疵があれば、労災とい うふ うなつ

|なが り方になると思 う」「合理的配慮を超える場合は国がやるとい うようなフランスのような制

十度モ)考えられると思いますので、今後の検討課題 としたいと思います」 と答弁 している。

1 当 弁護団も、本判決が 「憲法 27条 1項 が 『すべて国民は勤労の権利を有 し、義務を負ふ。』

|と定め、国が身体障害者雇用促進法等により身体障害者の就労を積極的に援助 し、企業もその協

1カを求められている時代にあっては、常に平均的労働者を基準 とするのは誤 りである」 として、

十「少なくとモ)、身体障害者であることを前提 として業務に従事 させた場合に、その障害 とされて

|いる基礎疾患が悪化 して災害が発生 した場合には、その業務起因性の判断基準は、当該労働者が

1基準 となるとい うべきである」などと判示 した点を指摘 して、憲法 27条 1項 の勤労の権利を踏

|まえ、労働安全衛生法、障害者雇用促進法の趣旨を貫徹 したものと評価 し、厚生労働省、愛知労

1働局長、豊橋労働基準監督署長が本判決を真摯に受け止め、上告 しないよう強 く求めた。

| に モ)かかわらず、国は上告 したのであり、これは明らかに憲法や 自ら署名 した条約を無視する

1態度であ り、障害者に対する雇用施策を 「検討課題Jと することを先延ばし、国際的にt)後らせ

|るもの とい うほかない。

1 当 弁護団は、改めて、厚生労働省、愛知労働局長、豊橋労働基準監督署長に対 して、判決を真

1摯に受け止め、これ らの法の趣旨に即 して脳 ・心臓疾患による過労死の認定基準を改め、過労死

|の認定行政を抜本的に見直すことを求める。当弁護回は、厚生労働省、愛知労働局長、豊橋労働

1基準監督署長が、判決を真摯に受け止めるまで、上告審において、判決の正 しさが認められるよ

|うに求めていく所存である。

以 上 |
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判決までの裁判官の態度

私は提訴か ら判決まで通 して傍聴 したの

は初 めてで した。論点整理、進行協議 とい

う場でなにが争点になるのか整理 してい く

過程 を経験 しま した。

被告が 「倉 田さんの持病が悪化 して亡 く

なったので、公務 災害では無い」 との主張

に対 し、裁判官が 「持病があった として も

業務のス トレスが死 に至 らしめた とい う判

例 はある。業務 に関係 な く持病が悪化 した

とい う見解があれば示 しなさい。Jと のや り

とりや、原告倉 田さんに対す る尋問で裁判

官 自らが 「幼いお子 さんを育ててい くのは

大変だつたで しょう」 とね ぎ らいの言葉 を

かける場面な どもあ りま した。

当 日被告側弁護人は出席 してお らず倉 田

さんの勝訴は間違いないな と思っていた ら、

「原告の請求 を案却す る」 との判決で冷水

を浴びせ られた思いで した。「詐欺にあつた

よ うな判決だJと 思わず にい られない心境

で した。

判決文を読んで

判決は 「平成 10年 度の人員減 と異動で、

業務 の量的な負担が増加 し繁忙 であった」

と認 めなが ら、「特段の トラブル もな く推移

したJと して過重労働 を認 めていません

「死亡当 日お よびその前 2日 間が休 日で

あ り、それ以前に蓄積 した疲労か ら回復す

ることのできる状況であつた」 と、10年 も

前の認定基準に依拠す るな ど、これ までの

過労死裁判の到達点 とかけ離れ た判決です。

′E】 ｀言己
公務 災害認 定 を求 め る会

事務 局次長   吉 川正春

事実誤認による判決

判決文は 「セ コムの設定時刻 よ りも記録

簿記載 の退勤時刻の方が早い 日の方が多い

といつて も、そのほ とん どは 20分 くらいま

での違いであ り、公務が終わった後、机の

片付 けや身支度 を した り、 しば し雑談等 の

休息をす るな どして一定の時間を過 ごした

後退館 した として矛盾のない程度である。」

としています。

しか し事実は、 4月 か ら亡 くなるまでに

退勤時刻 より 30分 を超 える在館は 22日 間

あ り、長い時間は 221分 (3時 間 41分 )、199

分(3時 間 19分 )、191分 (3時 間 11分 )など

です。 このた ぐいの事実誤認 は随所 にあ り

ます。

また、許せ ないのは原告の供述 は事件後

「3年 もたつているか ら信用できない」とす

る一方、美術館側の証 言を疑間視す ること

な く採用 を してお り問題がある判決 にな っ

ています。

不当判決許 さず控訴

原告倉 田さん、弁護 団、倉 田公災認定 を

求める会は一致 して 「今回の判決 は不当で

あ り控訴 して争 う」決意をしています。

6月  20 日  13日 寺30分 か らはメ可谷市総合

文化セ ンターで第 7回 総会を開き運動を広

げていきます。

地方公務員災害補償基金愛知県支部が、刈谷市美術館職員故倉 田康弘 さんの

死亡は 「公務外」 とした決定の取 り消 しを求める裁判で、名古屋地方裁判所は

4月 21日 (水)提訴 を棄却す る判決 をだ しま した。

‐4ヽ



ゆたか福祉会

人 権 争 議

2002年9月 23日、泰 中広子 さんは第 2ゆ

たか希望の家における職員会議で出席 した

職員か らい じめられ、重い うつ病にな りま

した。

い じめの原因は、泰中さんがゆたか労組

を脱退 しローカルユニオンに加盟 したこと

で、 「ゆたか綱領」に反す る行為 として糾

弾 されたのです。

この人権侵害が司法の場で有罪 とされ、

愛労連 ローカルユニオン ,金丸 さんを支援

し人権を守 る会 ・ゆたか福社会 との間で全

面解決協定がつ くられま した。その協定に

したがつて職場復帰 をめ ざしていま した

が、度重なるゆたか福社会の配慮のない行

為によって職場復帰をす るまでに健康が回

復出来ませんで した。

この問題 について、 3月 16日に行われた
lヽqた か福社会40周年記念集会Jで は 『30

周年を機 に策定 した 「ゅたか福社会綱領」

に,より、多 くの混乱 と事業の停滞、地域社

会か らの信頼 の低下 を招 いて しまいま し

た。』 と総括 し、『「ゆたか福社会綱領」及

び 「綱領教育Jに ついての総括』 を 9ペ ー

40周 年記念集会で歌を指揮する漂島康弘さんと仲間たち

泰中さん・優職ならず庭年遅職!
ジにわたって掲載 し、あ らたな出発 を約束

しています。

この大 きな転機 をつ くったのが、勇気 を

だ して立 ち上がった金 丸理津子 さんは じめ

鈴木徳彦 さん、安藤 良男 さんや泰 中 さん達、
ローカルユニオ ンの人 々で した。

泰 中 さんの定年退職 を前 に、 4月 6日 、

三者で懇談 を しま した。

富 田理事長 は懇談の最後 に 「申 し訳 なか

つた。残 り二年 間の理事長職 の間に、
一

層

の努力 を約束 します」 と涙 の謝罪 を しま し

た。 そ して泰 中 さんの病気 が回復 し、本人

が希望すれ ば、パー ト看護職 として採用す

ること等 を言 明 しま した。

なお、金丸 さんは現在 丈)病気療養 中です

が、病気が再発 して一
年 半 を経過 したため、

有給の療養 が打 ち切 られ 、無給 にな りま し

た。 し か し、今年 9月 までは職 員 とし′て復

職す るために療養 を継続 します。 ゅたか福

社 会 の再生 をはか るた めには、 「ゅたか労

組」に代わ る 「福祉保 育労 ゆたか分会」 の

職場 に根 を下 ろ した活発 な活動が期待 され

まヤ
ナ。 (文|ま:宮崎 脩 一)

戦 鋼 準覧
4播

畜ス方
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小出過労 自死

労災認定裁判
JⅢ出署名だ万筆達耐をめざして積張ろう!
小出さんを支援する会、第 5回 総会を開催

4月 26日 (金)午後 6時 30分か ら、労働会

館会議室で 50名 を集めて、第 5回 小出さ

んを支援す る会総会が行なわれま した。総

会 には1年余入院 していた、渡辺三千夫会

長が元気な姿を見せて くれま した。若見叔

孝議長の進行では じめに伊藤大介弁護士か

ら、2009年6月 に成立 した和角卒は、小出発

さんが最初に仕事が多忙で鬱病を発症 し、

途 中も寛解せずに鬱病がつづいていた との

夏 目裁判官の判断に基づいて、損害賠償の

責任 をソフ トバンクに求めたものであるこ

とが報告 されま しため伊藤朝 日太郎弁護士

か らは労災不支給決定の取 り消 しを求める

行政訴訟の経過 と問題が報告 されま した。

労働保険審査会の決定は 「不支給Jで した

が、開局時の仕事が多忙で、鬱病 を発症 し

たことは認 めているので、そのときの業務

の多忙 さを実証す ることに、重点をおいて

準備する方針が語 られ″ま した。

宮崎事務局長は、①昨年の成果が原告 ・

弁護団 ・支援す る会が団結 してことにあた

つていること、②支援の輪が大きく広がっ

ていること。愛労連 ら国民救援会は じめ過

労死家族の会や健康センター、と他の裁判の

原告 と共同で二の丸、裁判所前、名古屋駅

前での宣伝や、栄総行動、企国裁判交流集

会な どでの訴 えが 35,873筆 の署名や

毎回の裁判傍聴 を満席にす ることに現れて

いると昨年の総括を しま した。

今年は署名 2万 筆以上を集 め、法廷内外

の聞いを結合 して、過労死や過労 自殺のな

い社会をつ くる運動 と連帯 して闘お うと運

動方針 を提起 しま した。

討論では今 も、たたかっている多 くの原

告、支援す る会か ら、様々の教罰‖や運動へ

の提案があ りま した。 とりわけ、今年4月

にだ された小池裁判の判決や、不当判決に

なった倉田裁判 についての意見が多数出さ

れ ました。職場の労働 の実態を リアルに裁

判官に知 らせ るために、証人や証言を集 め

る努力が強調 されま した。

小出典子 さんか ら支援者へのお礼 と、「今

年 も頑張るJと の決意が表明 され、渡辺会

長の 「頑張ろ うJで 力のこもつた総会を閉

めま した。二次会は当初の予想を超えて19

名が集ま り、夜11時ごろまで懇談を深 めま

し/た。

(文責 :宮崎 脩 一)

獲ジ議ゴミ済参鶏、醸襲簿施鶴

坂本国民救援会会長か ら署名を受け取る原告

第5□ 総会の様子
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西三河働く者の暮らし ・健康ネットワーク発足 ゴ

5月 9日 (日)安城地区労事務所に、10団

体上2名が集ま り、2009年春か ら懇談をつづ

けて準備 を進 めてきた連帯組織の発足総会

を行いま した。
*地 区労加盟団体は減少をたどつて来た。

現状に立ち向かってい くためにこのよう

な連帯の組織が必要。
*西 二河労連 を 7月 に再編 した。高齢化が

顕わになっている。近年公務分野で若い

組合員が減 り、役員に 「頑張つて くだ さ

い」 と依存。
*デ トロイ トの レーバー ノーツ大会に行つ

てきた。アメ リカでも戦略は 「連帯Jだ 。
*愛 知健康セ ンター20周年の記念すべ き年

に西三河に新 しい組織ができたことは歴

史的だ。
*う つ病の相談が増 えている。愛知健康セ

ンターの経験を学びたい。

*ト ヨタ関連の裁判地元の西三河か らの応

援 モぅ少ない。 ATU(全 トヨタ労組)と し

ても地域の運動に参加 していきたい。
*非 正規労働者の闘いは終わった後組合員

として職場で弾圧 に抗 して運動を継続す
ることが課題。地域の連帯は支えになる。

*碧 海 5市 (人口約90万人)に 重度身体障

害者の入所施設がない。入所施設をつ く

る会を立ち上げた。

などの発言が続 きま lンた。

ネッ トワークの進め方は、 6月 3日 (木)
19:00開催予定の第 1回 世話人会で具体化

することに しま した。最後に、代表 世話人
として、安城地区労事務局長 ・和 日米吉氏

を選出 して発足総会を終わ りま した。

以下に入会呼びかけ文を紹介 します。

(文責 :近森 恭 彦)

<呼 びか け文 >

愛知はトヨタ自動車を頂点にした関連企業がひしめきあしヽ、とりわけ西三河地力はピラミッド構造

びB電々 まで広がっています。2008年 秋から始まったトヨタショックは下流域で働いてしヽた多くの

非正規労働者をなで斬りし路上に追しヽやりました。職と住ましヽを同時に失った労働者はマスコミ報道、
□伝え、場合 によ って|よ役所の 「助言」を得て名古屋中村区役所に集ま ってきま した。長年に亘 って

失業者を助 けてきた笹島診療所、笹島日雇労働組合が中心とな ってボランテ ィアを組織 し名古屋市役

所を動/」hして生活保護、住居などを保障させてきま した。また、 ト ヨタシ ョックで生活が脅かされた

り、過労 ・労災で苦 しんでいる労働者が名古屋に事務所を置 く 「連帯ユニオン」、「名古屋も、れあいユ

ニオン」、「NPO働 く者の健康センター」、「ATUサ ポー ト市民の会Jな どに相談に訪れるようにな り

ま した。ブラジル人な ど トヨタ下請けで働 <外 国人労働者が直面する苦難はしヽっそう厳 ししヽものがあ

ります。このように 「三河で発生t/た問題」を名古屋で解決、またはたたかうというヶ―スが目立っ

ています。

西三)□で トヨタと向き合う運動体が必要だ !と、このような経験から期せすして声があがりました。

2① 09年 7月 、健康センター事務所で始まつた有志による西三河共同 ・連帯づくり懇談会は201

0年 3月 まで 5□ 続き 『西三河働く者のくらし 。健康ネットワーク』を2010年 5月 に発足させる

ことになりました。小さな組織、個人も共同することによって大きな社会的力を発揮することが可能

にな ります。この地域で運動を続けてこられ

た既存の諸団体、1国人の方々にネ ッ トワーク

加入を8事びかけます。

iく連絡先〉〒446- 0 0 7 2      1

1安城市住吉町717- 2 0      1

i安城地区労内 和 国 米 吉   |

I  T E l : o 5 6 6 - 9 8 - 4 5 3 8 1

l  F A X : 0 5 6 6 - 9 7 -司 801 1

轟麒 欝車寵鶴食轟晶る鹸 書ヅ抑ワ



憂知健康センタとの20周 年記念行事
愛知健康センターは、設立 20周 年 を迎え、下記のように記念する行事を企画 していま

す。その概要をお知 らせ します。

日時 :8″ 月 28B (十 )10:OO'こ 18:30

堀 :労 働 会 貧宮 フト 会宮 考挙 言義 雪ぎ " 東 館 2階 ホ ー ル

1.10:00～ 12i00 現 代社会 を うつす五つの分科会 (労働会館 2階 会議室)

第
一

分科会  メ ンタルヘル ス

第二分科会 ア スベ ス ト

第 三分科会 職 場の安全

第 四分科会  子 ども と教員 の労安

第工分科会  過 労死 を防 ぐた めに

。職場からのレポー トを3つ ぐらい用意。
・討論 ・司会 ・記録係 ・会場準備などが必要。

・プレ劣科会を2～ 3回 開催 します。

当日は30～ 40名 の参加者をお願しヽします。

〈プレ翁科会の日程〉

① 18時 30分 から健康センターで開かれます。関心のある方の参加を待っています。

②分科会はプレ分科会を積み重ねて準備しています。みんなの参加で成功させましょう。
特に第三分科会では、すでに二回のプレ分科会を行い、職場の実態を報告しています。

2002年 か らアジア向けの◆岡材輸出が急増 した。それまでにベテラン労働若を合理

化で首切 りしたこと、修繕費を削減 したこと、設備の老朽化がすすみ、 IHIで は建造

中の船で火災が発生、ブ リジス トンではタンク爆発がおこり、労働災害が多発 してきた⑥

白本の技術で育成 した海外の鉄鋼業者 との競争が激化 し、賃金抑制や下請け関連への丸

投げが始まった③ このため、下請け関連企業で事故が多発。成果主義導入の後、協力関

係が薄れている。技術者に精神疾患が増 えている。

<プ レ分科会の具体的日程 (月/日 )>18時 30分 から健康センターで開かれます。

第
一分科会  5月 下旬で調整中

第二分科会 4/9)5/20, 6/12,(ア スベスト対策愛知連絡会の協力で進めます)

第三分科会  3/11, 4/9, 5/14)6/18, 7/16,

第四分科会  3/26, 5/21,

第五分科会 未 定

2.13:00～ 15,00 記念講演 (労働会館東館ホール ・150名 ～ 200名 予定)

演題 :「今、問われるいのちと健康」
一九州セミナの取り組みから学んだ労安活動―

言詩 自市 :臣 ヨ本十 日召 庭多 F乾 (全国センター副理事長)

3 15:30～ 18i30 祝 賀 レセプシ ョン(東館 2階 ホール・参加費無料 日150名予定)
内容 :祝辞 。歌 ・踊り・懇親など
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◆第2①期愛知健康センター総会の延期について

例年 8月 下旬に総会を開催 していましたが、 20周 年記念行事の関係で、日程を以下の
ように変更 します。

日程 :9月 11日 (土)午後 2時 より 場 所 i労働会館本館 2階 会議室

◆ニュース 「しヽのちと健康」 1暑 ～175暑 までをCD保 存する企画
・1号 か ら175までのニュースをCDl枚 にま とめます。 ご希望 の方は、連絡下 さい。
・次の番号のニュースがあ りません。お持 ちの方は コピー を頂 けませ んか。
1996年頃発行 :101号 ・102号 ・104号 ・105号 ・106号 ・108号 ・114号

◆ 「しヽのちと健康愛知 2011年 会誌」の発行
20周 年を記念 し特集 号を発刊 します。別紙の要項のように、投稿をお願い します。

◆2① 周年記念海外労安事情視察8日 間の旅
日  程

視 祭 先

視祭内容

金沢大学 ・横山先生か ら依頼を受け、2009年9月 に二 日間労
働会館で開かれた、「トヨタ小講座Jの レジメと本講座に参加 し
た学生の感想文をまとめた報告書。

将来労働者 となる若い学生の想いが凝縮 されています。是非

トヨ タの下 流 で働 いて きた労働 者の 印 き

算

員定
，

集

予

募

よめ求お
□
同

じ

　

ハ

Ｈ

Ｈ

Ｖ

い
　
ｎ
ｕ

さ

５

下

￥

読

　
価

一
　

頒

ご

屈 正 田                ~

アスベス ト対策愛知連絡会第 3回 総会の開催について

11月 1日 (月)又 は 11月 7日 (日)又 は 1]_月 8日 (月)出 発予定
ドイツ ・デンマークもしくはキューバ 。メキシヨ

i自動車工場 ・労働裁判所 ・労働基準局 ・病院 ・老人施設な どを見学 しなが
ら、労安事情研修 と主な観光地研修を取 り入れて行います。
未定 (30万 円前後を予定)
15～ 20名 (早めに申し込み下 さい。)具 体案が決 まればお知 らせ ヒ/ます。

愛知健康センターまで)

2010年 6月 12日 (土)10:00～ 12:00

労働会館本館 2階 会議室

アスベス ト被害 を考えるシンポジウム

・被災者 ・弁護士 ・支援す る会 (労組な ど)によるパ ネラーを囲み討論をすすめます

経過報告 "運動方針 口財政報告 ・予算案 =役 員体制など

暉ほに●naじを学生の建車女

ヨ 章  じ  ジ  メ

ハ
　
　
　
Λ

● 日  時

●会  場

●イベン ト

医師

●総  会 :
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私たちは高品質で安全なこの工場の継続を要求します
全国一般労働組合 愛 知地方本部 あ いち支部

日本アクリル分会 書 記長 寺 田 康 男

私たちは名古屋市港区にある日本アクリル化学 (株)で 働 く全国一
般労働組合

日本アクリル分会です。

私たちの職場は1962年に東亜合成化学 とローム&ハ ース社の 日米合弁会社 とし

て設立 されま した。以来48年間、水性エマルジョンポ リマーの生産を続け、国内

の需要家か ら、優れた品質 と安定 した生産工場 として高 く評価 されてきました。

その原動力 となったのは1972年に青年労働者の労働条件の向上を目指 し結成 され

た労働組合で し′た。生活向上の実現 と働 く意欲 とは不可分のものです。それを実

現 と/てきたのは、労働組合の地道な努力 と労使間の粘 り強い話 し合い と協力があ  |
つたか らで した。                              1

- ― ― ― 一 一 一 ― ― ― ― ― 一 一 ― ― ― 一 ― … 一 一 ― ― ― ― ぃ ― ― _ ― 一 ― _ _ ― ― ― 一 ― 、 一 _ _ _ 、 一 _ _ _ 一 」

◆ 日常 的 な 安 全 活 動

毎月に行われ る安全衛生委員会 は、工場長

を議長 に会社側委員3名 と、組合側委員3名で

構成 され、安全 に対す る現到達点や事故例 を

示 し、新たな提言等 を論議 し、各職場 ごとに

行われ る職場安全会議 におろ します。

職場安全会議 は、毎月職場単位 の小 グルー

◆日常的な組合活動

2()09年度は、年末闘争では4回、春闘では12

回の回交を行 い ま した。 それ以上 に重視 にンて

い るのが職場討議です。毎週行われ る執行委

員会 に合わせ て執行委員が リー ダー とななっ

て論議 を進 めます。 (3名か を)5名)仕 事 上の単

位 グルーブで形成 されています。職場討議 、

職場報告は、組合活動の中心であり基本です。

要求実現のためには、全 致が十分な論議 とンた

◆ 私 た ち は この 工 場 で生 産 を続 けた い !

その後、 ロー‐ム&ハ ー ス社は100%株主 とな

るや、たび重なる人員削減 とコス ト肖J減に慢

心 し7回に及ぶ希望退職で120名の従業員がわ

ずか30名とな りました。 し か し2005年の人削

減時に会社は組合 と協定を結び、「今後 日本ア

クリルの存続 と労働条件の維持 ・向上を約束

するJと 明言 しま した.

プで行 われ、安全衛生委 員会 の報告 とそれ に

モ)とず く論議 、その月の安全提案、 リスクア

セスメン ト、ニア ヒッ ト報告、な どが行 なわ

れ ます。その中心にい るのは、全国一般 の組

合員です。

うえで、現到達点 について理解 とンてい る状態

が、その時点の一
致 した要求であ り、 これが

揺 らいで しまっては、前に進む ことがきませ

ん。
一方的な連絡だけでは、伝 わっていない

ことが多 く、不十分です。組合間のつなが り

は話 L′合いが もつ とも重要だ と位 置けて38年

間の組合活動があ りま tンた。

たび重なるリス トラと闘い約束を勝ち取る

- 1 0 -

全組合員による京本社へ雇用 を守る要請行動



◆世界 トップ企業の子会社 「日本アク リル化学」
，
の リス トラ と闘 う

現在、 日本ア ク リルの職場 では、
一昨年か

らの世界的 な景気後退 を受 けて、昨年 (2009

年)2月に名古屋工場の生産活動を停 止す る 「合

理化J計 画が明 らかにな りま Lノた。そ うし中

で、2009年4月に米国多国籍化学企業 :ダ ウケ

ミカルが 日本 ア ク リルの親会社 :ロ ーム&ハ
ー スを100%資 本買収 し、生産停止 ・「合理化」

計画 も引き継がれ る形にな りま した。

この 「合理化」計画は、2005年の30%もの人

員削減 「合理化」時に締結 した 「名古屋工場

の再生 ・存続Jの 労使協定 を反故にす るもで

す。 直ちに分会 は、全労連 ・全国
一

般 中央本

部 の指導 ・援助 の下、金労連国際局の協力を

◆労働者 の連帯拡 が る ・2010春闘が正念

「働 く仲間の団結 と連帯集会」が全国一般愛

知地方本部などの呼びかけで、10月2日、愛知

4月 28日には、訪間団8名で、 ミッ ドラン ド・

ダ ウ米国本社とを訪問 し、USW12075支部 と交流

懇談会 も行いま した。

えて、大黒作治 :全 労連議長名 で米国本社に

対 して 「国内法及び労使協定の連守」 を申 に/

入れ ました。

それ に対 してアジア ・太平洋地域 の責任者

か らは 「法律 ・協定を守 る」 旨の文章回答が

あ り、昨年春闘では米国親会社の方針 を眺ね

返 し、定期昇給 と60歳 定年者 の再雇用 を実現

させ ま した。 10月20日 には、名古屋工場 にお

いて、アジア ・太平洋地域の責任者2名が団体

交渉に出席 し、「先進国の各工場を精査 してい

るが、名古屋工場 については今後 も団体交渉

を行 う」 との回答 を してい ます。 しか し、工

場存続は予断を許 さない状況にあ ります。

労働会館で開催 されま にンた。愛知で争議 を聞

う仲間が続々 と駆けつけ35団体90名の集会 と

なりまiンた。

尚、 6月 4日 (金)に ご協力才`ヽのお礼 を兼ねて

報告集会を予定 しています。

◆ 3・4中 央総行動 ア ク リル分会、全組合委員が全 日ス トで東京本社へ要請

春闘の要求を実現 させ ようと 「3
・4中 央行動」に、愛知か ら愛労連

議長
・樺松 さんノをは じめ全国

一般よ

り全 日ス トで参加 したア リル分会の

25名 (大型バスでの参加22名)を 含

め、総勢28名で参加 しま した。

総行動の最後に 日本アクリル ・ダ

ウケ ミカル要請を行いました。要請

では、アク リル会で2月10日に行われ

たダウ ・ケミカル との回交において

「物流センター化Jと の会社方向が

示 されたが、「雇用に対す る最大の

努力を してほ し/い」 と要請 し、回答

を文書で行 うよう求めました。そ に/

て、NPTニョ_―ヨーク行動 も含め国

際的取 り組みを作 り、全力で開 う姿

勢であることを伝 えま した。

◆ 「労使紛争を回避し名古屋工場の存続 口発展につなげる」ダウケミカル本社要請行動
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生きる書襲を導う

身体拘束廃止の立法運動始まる
4月 24日、名古屋 YWCAで 「患者を拘束す

るな」集会が開かれ、愛知発 の立法化全国運

動がスター トしま した。

医療制度が改悪 され るなか、医療 関係 ・病

院従事者 は入院患者 の早期回復 、また要介護

者 に対す る人間的な対応 に追われています。

ところが病院や介護施設でお年寄 りの入院者

に対 してベ ッ ドに縛 り付 ける 「処置」 を行 つ

ているところがみ られます。

女性患者 (貞子 さん、80歳)は 腰痛、骨盤

部痛 な どで一宮西病院に入院 しま した。貞子

さんは判断力があ り、また 自分で トイ レに行

くことができる力があったにも関わ らず、病

院は、夜間 「オムツ」 を付 けることを強要 し

ま した。 これ に抗議す る貞 子さん、病院は入

眠剤 (マイス リー)を 過剰 に投与 しま した。

しか も病院では薬の管理がず さんであ り看護

師の判断でマイ ス リー を投与 していま した。

ごの結果 、昼間 も呂律が回 らない、夜間にせ

ん妄様状態を呈す るよ うにな りま した。

看護師は患者 の話 を聞 き穏や かに接す ると

い う原点を逸脱 し、叱責や オムツを顔 に押 し

当てるな ど逆に患者 を興奮 させ る行為 を行い

ま した。背骨変形のため横臥状態で しか睡眠

で きない貞子 さんを 「懲 らしめ」のために仰

向けに して両手に ミ トン (部厚い手袋)を は

めベ ッ ドに縛 り付 けま した。  4

当時病院 は入院患者29名、その うち 2名 が

外ね中で実質入院者は27名で これ を 2名 の看

護 師が看ていま した。 けっ して過重労働 では

あ りませんで した。 (裁判記録か ら)。

貞子 さんの長女 は、 この よ うな拷 間に等 し

い拘束は著 t/い人権侵害だ と、勇気 を出 して

名古屋地方裁判所に提訴 しま し/た。

地裁 は病院 の対応 を妥 当 と しま したが、高

裁 は 「そ ()そも、医療機 関による場合であっ

て も、同意 を得 ることな く患者 を拘束 してそ

の身外的 自由を奪 うことは原則 と して違法 と

いわなければな らない」と判決 を下 しま した。

ところが最高裁 は拘束の基準 を示す とい う

基本的な判断 を避 けて病院の 「主張」 を容認

す る判断を しま した。

全 く拘束 を行 わず、患者 の人権 を尊重 して

医療 を行 つてきてい る東京 の上川病院が この

裁判 を全力を拳げて支援 しま した。
「生きてい く希望 をな くす拘束 を、治療 の

名によって正 当化 してはな らない」 ことを 自

ら実践す る とともに拘束規制の法制化運動 を

先頭に立って続 けてきた稀有な医療機関です。

拘束が許 され る例外は、①切迫性、②非代

替性、③一時性の 3要 件が同時に備わつた場

合に限るとい う考えをすでに厚労省 t)表明 し

ています。

上川病院では身体拘束 ・抑制 とは

①行F徊しないよ うに車いすやベ ッ ドに四肢を

ひもなどで縛 り付ける。

②転落 しないよ うにベ ッ ドに体躯や四肢をひ

もなどで縛 る。

③点滴、経管栄養党のチューブを抜かないよ

うに、また皮膚をかきむ しらないように手

指の機能 を制限す る ミ トン型の手袋等をつ

ける。

④行動を落ち着かせ るために向精神剤 を過剰

に月皮用させ る。

⑤ 自分の意志で開けることができない部屋に

隔離する。

など11項目を挙げています。

人はやがて老いを迎え、多くの方が病院の

お世話にな ります。患者 にとってモ)家族に と

つても切実な問題です。

ホームページを立ち上げま した。

httpi//www kousOkuhaishi jp/て`ヤす
｀
。

(文責 :近森 末 彦)
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エ ッセイ

今枝  正 昭 (愛知健康センター事務周員)

「古稀を祝 う会」を琵琶湖のリゾー トホテルで開きました。

退職 して 10年 、わたしも 「古稀」となりますが、主賓は何と

言って も前事務局長 ・宮崎 さん。そ して、伴侶を得て新居を構 えた近森 さんのお祝

いも兼ねて行いま した。総勢 16名 。彦根城の桜は 3分 咲きで したが、花 より団

子、祝 う会はいっぱいのご馳走 と、お酒で盛 り上が りま した。

70才 、定年後のボランティア活動 もひ と区切 りして、残 された人生を考える

機会に、と始まった古稀を祝 う会です。今回で 3回 目となる古稀の会。皮切 りは、

熟年結婚の原 田・菱川夫妻の古稀を祝 う会で した。 2回 目は、近森 さんと大家 さん

の古稀のお祝い。前過労死を考える家族の会代表 ・鈴木美穂 さんの慰労を兼ねて行

ったのが2009年 1月 。古稀の会が 「これき り卒業」にならないことを期待 しなが

らお祝い します。健康センターの 「徳」なので しょう、その後 も裁判支援、非正

規 労働者の支援な ど社会的弱者 に寄 り添 う運動にそれぞれ参加 しています。健康

センターの事務局にも参加 してもらっていることには頭が下が ります。

利潤の追求社会で、労働者の生活 と健康が軽視 され る時代にあって、「働 くモDの

のいのちと健康 を守 る」健康センターの役割は重要です。定年後の長い期間を事

務局長 として、活動を リー ドしてきた宮崎 さんの功績は大変大きい。宮崎 さんは、

愛高教元書記長として労/1SJ安全衛生に力を入れ取り組んできました。この経験を

健康センターの運動に生かして、数々の成果をあげてきました。過労死家族の会

や弁護士 ・医師 と協力 して運動をすすめるスタイルを定着 させてきたのモ)、宮崎

さんの人柄 と行動力なしには考えられないことです。

こころよく

我に働 く仕事あれ

それを仕遂げて死なむ と思ふ

石川啄木が 「時代閉塞の現況」を書いてか ら100年 .健 康セ ンターには、志

を同 じくする良き友がいて、社会の一役を担 う大事な仕事がある。まだまだ 「楽」

をさせてもらえません。

会の
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健康で働き続ける社会のために いのちの尊厳を対る裁判の支援をお願いします。

裁判の進行状況 と、支援する会の運動の動きをお知 らせ します。 (順不同)

公正で道理ある判決を求め、多くの市民が注 目していることが伝わるように、あなたも傍聴に

参力日してください。署名にご協力ください。

小池裁判一高裁      i

ツヤデンキ過労死労災認定訴訟)i

倉田裁判一地裁

(障がい者マ

4月 16日 (金)、名古屋高等裁半」所は、豊橋労働基準監

督署長が業務外とした処分を認めた地裁半」決を取り消

す (原告B券訴)判 決を言しヽ渡 しました。判決後、弁護

士会館で報告集会を行い、障がい者個人の労働状況を

半」断する画期的な半」決を評価し、労lell周ゃ厚生労働省

に 「上告するな」運動を提起しました。 しかし、上告

期限の 4月 3① 国 「止告する」という不当な通矢Bがあ

りました。最高裁で争うこととなりました。

堀裁判一高裁       :

(豊川市職員過労自死の公務災害認定を求める):

半」決が 4月 26日 (月)、更に 5月 19日 (水)と再変更と

なりました。小池判決と同様な経過をたどっており、

上司のパワハラを載半」所が言耐定し、日券訴を期待 してい

るとこ
'ろ

です。半」決後、弁護士会館で報告集会を予定

しています。

i(刈谷市職員過労死の公務災害認 定を求める訴訟):

4月 21日 、名古屋地方裁半」所は原告が基金支き8の「処

劣取り消しを求めた訴訟」で、請求を棄却する不当判

速を行しヽました。判決後、桜華会館で報告集会を行い、

原告禾」奈さんと弁護団は即刻 「提訴する」と決意し、

参加者全員で支援してしヽくことを誓いました。

i      小 出裁判一地裁       :

i  (ソ フ トバンク過労 自死労災認定訴訟)

4月 26日 、支援する会第5回 総会がおこなわれ、50

名が参加 しました。「労災認定」を求めて地裁に向け

て 2万 人の目標で署名活動を行ってしヽます。5月 26

日(水)午後 2時 30分 から進行協議が行われます。

!      田 中裁 判― 地裁       |

i(ジ ェイテ ク ト労働者 うつ病解雇撤回訴訟)i

4月 の弁論準備で交代した裁判官は、突捜□「和解」に

ついても、れ、億輛者を驚かせました。日中裁判は職場

復帰を勝ち取リトヨタ関連で働く正規 ・非正規を間わ

す全ての労働者が安,いして働ける職場にしていく闘い

です。しヽま、5①00筆 を目標に署名を集めています。

5月 27日 午前 11時 から弁論準備が行われます。

i   市 バス運転士山田―基金支部   |

i(パ ワハラで自死、基金に公務災害申請) |

3月 5日 真相を矢□る会に 22人 が参/」B。自殺の背景が

烈bに 議論されま した。4月 5日 名水労中央委員会で

支援を訴え、メーデーでは参カロ者に署名を訴えま した。

5月 6日 に基金支部へ署名 を届 けま した。累積 で

5000筆 を超えま した。当日、交通周にも公務上載定

の要請に行きま した。

藤原裁判一高裁

(中電労働者アスベス ト損害賠償訴訟)

裁半」官の不□解勧告により、

提示されました。4月 26

]|さ続き 6月 21日 (月)

原告の主張、4被告の主張が

日(月)禾B解協議が行われ、

にも予定されています。

る
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5月 7日 1金)進行協議が関かれました。医師の意見が

原告 (新宮医師)と 被告側で 180度 異なつていること

が明らかになりました。また、「部活」の範囲をどこま

で公務と認めるのか争点になつています。次回は7月 7

日(水)午後48き30劣 です。
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事 務 局   日   誌

4月1彫木 北海道じん肺裁判勝利 「控訴するなJ要 請

大阪教師過芳死裁判勝利 「控訴するな」要請

4月4日 日 宮崎 ・今枝 古稀祝 う会 (16人参加 )

4月5潤 月 山田事務局会議

4月6日 火 岐阜Uさ ん来所 障 害等級で相談 (鈴木・古川)

ゆたか法人 とサポー トの会懇談 (宮崎・大家)

3月1日 月 1事務局会議

3月2H火

3月3日 水

3月1日 沐G

全国一般国村 さん来所 職場復帰の件で相談

小河原 さん来所 労 災認定のお礼

堀弁護団会議 (宮崎 ・吉川)

小出弁護団会議 (宮崎)

理事会 19人 参加

3月5日 金 小池弁護国会議 (鈴木・大家)

市バス山田支援する会 基 金支部へ要請

4月7日 水 小出弁護同会議

Hさ ん来所 個 人情報漏洩で相談

全国センター埋事会 (吉川)

4月9日 金 十第2分科会打ち合わせ (鈴木)

1第3分科会打ち合わせ (今枝・宮崎)

4月12日月 1事務局会議

4月13日火 1過労死裁判宣伝(鈴木。大家。今枝・近森・吉川)

田中裁判 (近森 ・吉川)

4月14日 水 1静岡A/fさん電話相談

木 1過労死家族の会来所 ニ ューース印刷

景 瞬 旨告巣最審淳 雛 1蠣 子「

倒

月 1労働局へ 小池判決上告するな(鈴木・宮崎・大家)

本 |ャ
山過労牢報告牛 業 学部予図書年

に送付

水 1倉田地裁判決 敗 訴 (事務局全員)

金 ノj 出ヽ支援す る会総会 (50人)
|

月十事務局会議
1日本アクリル寺田さん来所(工場閉鎖支援要請)

4月27日 火 INさ ん来所 父 の自死賠償請求弁護士依頼

3月6日 土

3月7日 日

3月9口 火

市バス山田自死真相を知る会 (22人)

1西三河ネットワーク準備会 (鈴木・近森)

|千子工玲'現予肇半 _  __|
1中センター山田さん来所 (栄総行動要請)

i静
岡Mさ ん電話相談

3月1 0日 水

3月1 1日 本

3月1 3日 土

3月1 5日 月

3月 1 6日 火

3月20日 Ell

3月2 3日 火

3月24 H水

3月25日 木

1倉田弁護団会議 (吉川)

1平和委矢野 さん他来所 (核廃絶運動要請)

1医労連か ら労安講師依頼

|ローカルユニオン垣内さん来所 (日総工支援)

1鳥居裁判 (鈴木 ・吉川)

|=碁不調軍予岬→ん←容談(宮崎)
1事務局会議

縫尾・渡辺氏来所メーデープレ企画の呼びかけ

ゆたか40周年記念式典 (宮崎)

陽啓ガ路岳ξ扉雪養畜ン引
1小出裁判 (宮崎 ・大家 ・吉川)

4月 15日

4月 16日

41117日

4月 19日

4月20日

4月21日

4月23日

4月26卜|

十判例研究会 (宮崎)

1駅前宣伝 (近森)

露縛魯税熟練俳・帥
 |

岐阜Uさ 六ノ電話相談 市 バス
せ
こ腕をはさまれる

1北区 Eさ んノ電話相談  ア スベ ス ト疾患

4月28日 水 1救援会来所 名 張支援要請

4月29日 木 1駅前宣伝 (近森・吉川)

3 ) 3 2 6日

3月2 7日

3月2 9日

金

士

月

お  ネし

裁判所への要請署名など多 くの支援を寄せて頂いて
います。
市職労環境局支部から小出署名1,343筆など各労働
組合から100筆を超える多くの署名に協力をいたき
ました。
民主団体や個人の方か らモ)郵送など届いています。
貴重な署名あ りがとうございます。

お 詫  び

小池裁判、堀裁判では判決の 日が直前に変更

通知が裁判所からあるなど、会員のみなさ六ノに

ご迷惑をかけました。

変更日には裁判所に連絡要員を配置するなど

してきました。事務局では混舌[Jのおこらない

ckう01き続き努ブフし
'Cい

きま
―
ナ.

※名 古屋市立高等学校教員組合か ら教育予算の大幅増額
を求める要請署名の依頼があ りました。同対 します。 ど
協力ください‐

小池男災高朝へ   80,114筆
倉田公災地裁へ   23,207筆
堀公災高裁へ    8,885筆
小出労災地載へ   4,607筆
山田公災基金支部へ 5,221筆
田中うつ病解雇地裁ヘ

(最終合計)
(最終合計)
(最終合計)
(集約中)
(集約中)
(集約中)
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確]に,】〓

月  日 事 項 日寺間 ・ウ羽庁など

5月 3日 (月) 憲法記念 ・市民の集い 13:00 名古屋市公会堂

6日 (ラ杓 市′ミス運転上パワハラ自死 ・公務災害認定山田署名提出 9:00 地 公災基金名古屋市支部

=瑳葬目鞍新軸劃刃り費専功裁洋叫 16:00名 古屋地裁

7日 (【釣 中学校教諭公務災害認定 。円腎裁判 16:00名 古屋地裁

9 日 (日) 西三河働く者のくらしと健康ネットワーク結成集会 1 3 : 0 0珈 区拝 彰 新

10日 (月) 勤 鵡 10:00  勤

13日(力⇒ 理事会 (脚靭 18:30 紳 官2 rjlHL/ぃこ導嵩篭室

14日(盗〕 愛知センター20周 年第3分科会準備会 18:30  勒 庁

18日(ク0 愛知センター20周 年第4分科会準備会 18:30勒 庁

座談会 「これから般 ンター」打篠 18:30 ナ斜切陀会偵官2隣多j韓

20日(ガく) アスベスト対策愛知連絡会議第3回総会準備会 14:00 抑 官2隅算′いこ導誘差基

市バス運転と自死 ・山田さんを支援する会事務局会議 18:30  勒 庁

21日 (査動 豊川市職員 ・堀公務災寄 硼 J半二町弟に 15i30名古屋高裁(15:00集斜

24日 (月) 朝 駆 絵 議 10:00  勒 庁

マツヤデンキ・小池弁護団会議,支 援する会事務局会議 14:00 刀く芸沼語導弓海寧待妻事予努曰呼

26日しЮ ソフトバンク過労死労災認定 ・/」せ携畔U 14:30 名古屋地裁

'27日
(71tl ジェイテクト不当解雇 ・田中裁半叫 11100名 古屋地裁

29(tl-30(ll) 第6回労働安全衛生中央学校 ラボール京都(京都労働者総合会倉働

30日 (日) 反貧困ネットワーク愛知結成総会 13:30 愛知県司法書士会館(金山)

6月 3日 (/ 1 t l西三河働く者のくらし・健康ネットワーク世話人会 1 9 : 0 0珈 区効

5日 (D アスベス 樺覇酔目談 110番  何 EL05か331増054) 10:00～16:00金山総合法律事務所

8日 (火) 覇 雑 絵 議 10:00  弓再彩埼曰平

12日(J♪ 10:00 労 働会館 21堪笹導義室

16日 (71tl半llly研究会(′j靴い 堀 ・倉田訓 畔1印 18:30 ガ的

18日 (査ヨ 愛知センター20周 年第3分科会準備会 18:30  勤

19日 (D 過労死電話相談 110番  GEL05か 682-3211) 10:00～16:00 南部法律事務所

20日 (日) 刈谷市職員過労死 ・倉田さんを支援する会第7回総会 13:30 刈谷市総合文化センター

21日 (月) 覇 嫉 絵 議 10:00勤 呼

7月 1～ 7目 全国安全週間

5日 (月) 菊 嫉 絵 議 10:00勤 千

7月16日に溺 愛知センター20周 年第3分科会準備会 18:30勒 庁

8月 28日 l■l 愛知センタ屯 明 特 論 そ薄 (射接 ・言薦 綴 ・1腰 会) 10:00～18:30 労働会館全館

9月 11日 (ILl 愛知健康センター第20期 総会 14:00洲 義轍言2階会言謹
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